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平成19年度施政方針

村内絶滅危惧の植物
　－レッドデータの植物－

４月から村の行政組織が
変わりました

●表紙写真／寒さも少しずつ
和らいできた３月、村内小中
学校で卒業式が行われ、計
172人が慣れ親しんだ学び舎
を後にした。
　95人が卒業した原中学校で
は、卒業式終了後、教職員や
在校生が校舎前の広場に並ん
でお見送り。卒業の喜びと同
時にわき上がる、別れのさみ
しさ。生徒たちの胸に去来す
る複雑な感情は、あふれる涙
に形を変えます。キラリと光る
その涙は、思い出の深さの証
です。この日の気持ちを忘れず
４月からはそれぞれの道でが
んばって欲しい。

●特集　平成19年度施政方針

平成19年度施政方針平成19年度施政方針平成19年度施政方針

　

原

村

が

、

今

後

１

年

間

、

目

指

し

て

い

く

方

向

を

示

し

た

﹁

施

政

方

針

﹂

。

　

そ

の

﹁

施

政

方

針

﹂

に

つ

い

て

平

成

19 

年

第

１

回

原

村

議

会

定

例

会

の

初

日

、

清

水

村

長

は

﹁

村

政

運

営

を

基

本

理

念

に

、

第

４

次

総

合

計

画

に

掲

げ

た

村

の

将

来

像

、

﹁

人

も

地

域

も

輝

く

緑

豊

か

な

原

村

﹂

の

実

現

に

全

力

を

尽

く

し

た

い

。

と

、

平

成

19 

年

度

の

む

ら

づ

く

り

の

方

針

を

説

明

し

ま

し

た

。

　

そ

こ

で

、

今

月

は

、

こ

の

﹁

施

政

方

針

﹂

を

も

と

に

、

こ

れ

か

ら

１

年

間

、

原

村

が

﹁

ど

の

よ

う

な

考

え

で

、

ど

の

よ

う

な

事

業

に

取

り

組

ん

で

い

く

の

か

﹂

を

、

ご

紹

介

す

る

と

と

も

に

、

今

年

度

の

予

算

に

つ

い

て

も

ご

紹

介

し

ま

す

。

広報はら思い出の24枚。今月号から一部デザインが変わりました。
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平
成
19
年
度
一
般
会
計
予
算
額
は
33
億
５
千
８
百
万

円
と
な
り
、
対
18
年
度
比
４
千
１
百
円
（
１
・
24
パ
ー
セ

ン
ト
）
の
増
と
な
り
ま
し
た
。
年
次
的
に
は
予
算
は
減
ら

し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
小
学
校
の
特
別

教
室
棟
改
築
工
事
の
特
殊
事
情
の
他
、
中
学
校
教
室
棟

の
ト
イ
レ
改
修
工
事
そ
の
他
の
事
業
が
重
な
っ
て
お
り
、

こ
の
様
に
な
り
ま
し
た
。
他
に
村
営
住
宅
新
築
事
業
が

採
択
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
増
加
要
素
も
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
方
は
そ
の
時
点
で
の
補
正
対
応
と
し
て
い
ま
す
。
平
成

16
年
度
に
行
財
政
の
見
な
お
し
を
行
い
、
17
年
度
か
ら

実
施
し
て
い
る
所
で
す
が
、
予
算
額
は
当
初
予
算
で
み

ま
し
て
、
17
年
度
は
32
億
６
千
７
百
万
円
、
18
年
度
は

33
億
１
千
７
百
万
円
で
５
千
万
円
（
１
・
53
パ
ー
セ
ン

ト
）
の
増
、
19
年
度
は
前
述
の
と
お
り
で
、
増
の
要
素
は

い
ず
れ
も
学
校
関
係
で
す
。
し
か
し
、
19
年
度
に
お
い
て

は
他
の
ソ
フ
ト
事
業
費
、
言
い
か
え
れ
ば
住
民
サ
ー
ビ
ス

関
係
も
延
び
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
削
除
ば
か
り
に
汲
々
と

し
て
い
る
と
閉
塞
感
に
閉
ざ
さ
れ
て
活
力
が
失
わ
れ
る

の
で
、
将
来
を
見
据
え
な
が
ら
も
サ
ー
ビ
ス
は
先
進
的

に
行
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
19
年
度
は
、
第
４
次
総
合
計
画
の
第
２
年
次
で

す
か
ら
こ
れ
に
依
っ
て
、
住
み
良
い
特
徴
の
あ
る
村
を

作
っ
て
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。
原
村
は
緑
豊
か
な
自
然
を

基
本
に
農
業
を
主
体
と
し
て
、
癒
し
と
清
浩
の
里
と
し

て
持
続
発
展
を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
更

に
高
福
祉
の
村
と
し
て
、
人
の
情
の
厚
い
村
を
目
指
し
、

程
よ
い
大
き
さ
は
勝
れ
た
自
治
が
実
現
で
き
る
こ
と
を

具
現
化
し
て
、
理
想
の
天
地
を
築
く
べ
く
19
年
度
の
事

務
事
業
を
組
立
て
ま
し
た
。
安
倍
総
理
は
「
美
し
い
国
、

日
本
」
を
標
榜
し
て
い
ま
す
が
、
わ
が
原
村
こ
そ
最
も
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
村
と
な
り
う
る
気
概
で
、「
人
も
地
域

も
輝
く
緑
豊
か
な
原
村
」
づ
く
り
を
、
共
に
進
め
て
行
き

ま
し
ょ
う
。

　

原
村
は
こ
れ
か
ら
の
村
づ
く
り
を
合
併
に
頼
る
こ
と

な
く
、「
小
さ
な
自
治
体
の
方
が
き
め
細
や
か
な
勝
れ
た

自
治
が
で
き
る
」
と
い
う
信
念
で
、
日
々
前
進
し
て
き
ま

し
た
。
住
民
の
皆
さ
ん
の
理
念
実
現
に
は
、
「
公
民
協

働
」
と
か
「
住
民
主
体
、
行
政
サ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
考
え

方
が
、
合
併
す
る
、
し
な
い
に
拘
ら
ず
必
要
で
す
。
そ
の

意
味
で
は
本
村
の
村
づ
く
り
に
お
け
る
住
民
の
皆
さ
ん

の
参
画
は
、
か
な
り
進
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
自
分
た

ち
の
村
を
良
い
村
に
し
た
い
と
い
う
郷
土
愛
や
気
概
、
理

想
や
自
負
心
と
い
っ
た
も
の
が
如
何
な
く
発
揮
さ
れ
て

い
ま
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
自
立
の
村
づ
く
り
に

対
す
る
視
察
は
後
を
絶
た
ず
、
全
国
的
に
も
注
目
度
を

増
し
て
き
ま
し
た
。
大
い
に
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
今

後
と
も
村
は
住
民
の
皆
さ
ん
と
協
調
し
て
、
良
い
村
、
活

力
の
あ
る
村
、
特
徴
の
あ
る
村
を
築
く
べ
く
地
域
づ
く

り
に
力
を
入
れ
て
行
き
ま
す
。

　

さ
て
原
村
は
長
い
こ
と
福
祉
健
康
の
村
づ
く
り
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
所
大
変
良
い
結
果
が
出
て
い

ま
す
。
平
成
17
年
度
に
お
け
る
住
民
１
人
当
り
医
療
費

は
44
万
１
千
円
（
県
平
均
は
54
万
円
）
で
、
低
い
方
か
ら

３
番
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
老
人
医
療
費
で
み
ま

す
と
56
万
６
千
円
（
県
平
均
は
67
万
３
千
円
）
で
低
い
方

か
ら
７
番
目
で
す
。
長
野
県
は
全
国
一
の
長
寿
県
で
あ
り

な
が
ら
、
医
療
費
も
全
国
一
低
い
こ
と
で
注
目
を
浴
び
て

い
ま
す
が
、
そ
の
長
野
県
の
中
で
本
村
が
こ
の
様
な
位
置

に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
誇
り
と
し
て
よ
い
こ
と
で

あ
り
、
今
後
と
も
自
信
を
も
っ
て
こ
の
こ
と
を
進
め
て
行

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
各
種
健
診
の
充
実
と
健
診
費
の

無
料
化
（
人
間
ド
ッ
ク
は
７
割
）
を
続
け
る
と
共
に
、
65

歳
以
上
と
中
学
校
卒
業
ま
で
の
他
、
現
行
の
各
種
医
療

費
の
無
料
化
も
続
け
て
行
き
ま
す
。
本
村
の
高
齢
者
は

大
変
元
気
な
人
が
多
く
、
そ
の
就
業
率
は
県
下
一
で
あ
り

ま
す
が
、
今
後
と
も
こ
れ
を
維
持
で
き
る
よ
う
福
祉
健

康
の
村
づ
く
り
に
力
を
入
れ
て
行
き
ま
す
。

　

さ
て
国
を
背
負
う
の
も
村
を
背
負
う
の
も
若
い
人
の

力
で
す
か
ら
、
人
口
減
少
は
な
る
べ
く
食
い
止
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
村
で
も
子
育
て
支
援
は
行
っ
て
き
て

い
る
所
で
す
が
、
平
成
18
年
度
か
ら
意
識
的
に
こ
れ
を

強
化
し
、
閉
塞
感
を
打
破
し
、
活
力
の
あ
る
村
を
実
現
し

よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
19
年
度
は
更
に
上
積
み
し
、

「
村
内
に
元
気
な
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
声
が
満
ち
溢
れ

る
村
」
を
作
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
原
村
に
お
け

る
子
ど
も
の
誕
生
数
は
平
成
11
年
度
以
来
60
人
を
こ
え

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
17
年
度
に
は
76
人
と

な
り
、
18
年
度
も
60
人
を
こ
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
学

年
３
ク
ラ
ス
を
確
保
す
る
上
か
ら
は
、
大
変
喜
ば
し
い
こ

と
で
す
。
19
年
度
村
で
は
保
育
料
に
お
い
て
第
２
子
を

半
額
化
、
第
３
子
以
上
を
無
料
化
と
す
る
外
、
今
後
病

児
保
育
も
行
う
こ
と
も
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
放

課
後
子
ど
も
教
室
事
業
も
現
行
の
「
原
っ
子
広
場
」
事

業
を
村
に
引
き
取
り
行
う
も
の
と
し
ま
し
た
。
ま
た
幼

児
か
ら
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
、
子
育
て

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事
業
を
行
い
、
育
児
や
子
育
て
相
談
を

充
実
し
ま
す
。
本
年
度
か
ら
は
国
の
児
童
手
当
も
増
加

さ
れ
ま
す
。
学
童
ク
ラ
ブ
の
時
間
延
長
や
幼
稚
園
へ
の

支
援
も
強
化
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
年
度
こ
れ
ら
総
額

で
新
た
な
子
育
て
支
援
に
は
２
千
４
百
万
円
余
を
見
込

み
ま
し
た
。

　

自
立
の
村
は
活
力
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
は
地
域
経
済
に
元
気
が
必
要
で
、
商
工
業
へ
の
各
種

制
度
資
金
も
充
実
し
、
農
業
関
係
も
休
み
な
く
進
め
て

行
き
ま
す
。
地
域
の
中
で
経
済
が
回
る
こ
と
が
大
切
で
、

村
内
業
者
の
優
遇
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
村
財
政
は
苦

し
い
な
が
ら
も
健
全
に
推
移
し
て
い
ま
す
。

　

皆
様
と
共
に
「
住
ん
で
み
た
い
村
、
住
ん
で
良
か
っ
た

村
」
の
建
設
に
向
か
っ
て
、
本
年
度
も
誠
実
に
進
ん
で
ま

い
り
ま
す
。
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
村
長　

清
水　

澄

平成19年度施政方針

「
村
内
に
元
気
な
子
ど
も
た
ち
の

　
　
　
　
　
　
　

遊
び
声
が
満
ち
溢
れ
る
村
」―

平
成
19
年
度
施
政
方
針

人も地域も輝く
　　緑豊かな原村

Vegetable Country

HARAMURA
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編
成
の
基
本
方
針

平
成
19
年
度
の
予
算
編
成
は
、厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、行
財
政
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
て
経
常
経
費

の
節
減
を
進
め
る
一
方
で
、第
４
次
原
村
総
合
計
画
を
実
質
的
に
反
映
さ
せ
る
最
初
の
予
算
と
し
て
、積
極
的

に
施
策
の
導
入
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
編
成
方
針
と
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、平
成
19
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
総
額
は
33
億
５
８
０
０
万
円
と
な
り
、前
年
度
当
初
予

算
額
に
比
べ
４
１
０
０
万
円（
対
前
年
度
比
１・２
％
）増
の
予
算
規
模
と
な
り
ま
し
た
。

新年度予算のあらまし

■
一
般
会
計　

歳
入
の
状
況

　

歳
入
の
構
成
比
で
は
、下
が
っ
た

と
は
い
え
本
年
度
も
地
方
交
付
税
が

38
・
７
％
と
最
も
大
き
く
、続
い
て
村

税
が
24
・
０
％
、以
下
、繰
入
金
、村

債
、繰
越
金
、県
支
出
金
、国
庫
支
出

金
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
方
交
付
税
で
は
、税
収
増
に

　
　
　
　

伴
う
基
準
財
政
収
入
額

の
増
額
や
地
方
債
に
係
る
交
付
税
措

置
の
減
少
を
勘
案
し
、普
通
交
付
税

で
は
前
年
度
よ
り
２
・
９
％
減
の
12

億
６
０
０
０
万
円
、特
別
交
付
税
が

前
年
度
と
同
額
の
４
０
０
０
万
円

を
計
上
し
ま
し
た
。

村
税
は
、個
人
住
民
税
が
三
位

　
　
　
　

一
体
の
改
革
に
伴
う
所
得

税
か
ら
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
や
定

率
減
税
の
廃
止
に
よ
り
、前
年
度
よ

り
30
・
７
％
増
の
３
億

１
０
０
７
万
円
、法

人
住
民
税
は
前
年
度

と
同
額
の
３
５
０
０

万
円
を
見
込
み
ま
し

た
。一
方
、固
定
資
産

税
は
、新
増
築
家
屋

の
建
築
な
ど
に
よ
り

２
・
９
％
増
の
４
億

１
０
６
４
万
円
を
見
込
ん
だ
こ
と
に

よ
り
、村
税
総
額
で
は
11
・
９
％
増
の

８
億
４
３
７
万
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。基

金
繰
入
金
は
２
億
７
９
０

　
　
　
　

８
万
円
で
、内
訳
と
し
て

は
、村
債
の
償
還
に
充
て
る
た
め
の

減
債
基
金
１
億
円
の
ほ
か
、財
政
調

整
基
金
７
２
０
０
万
円
、義
務
教
育

施
設
整
備
基
金
４
０
０
０
万
円
、農

業
振
興
基
金
３
８
０
０
万
円
、保
健

休
養
地
管
理
基
金
２
８
０
０
万
円

な
ど
の
繰
入
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

村
債
で
は
、地
方
交
付
税
の
振

　
　
　
　

替
え
措
置
で
あ
る
臨
時

財
政
対
策
債
が
１
億
２
５
０
０
万

円
と
最
も
多
く
、次
い
で
学
校
教
育

施
設
等
整
備
事
業
債
２
７
４
０
万

円
、農
業
基
盤
整
備
事
業
債
６
２
０

万
円
と
な
り
、総
額
で
は
前
年
度
よ

り
14
・
７
％
減
の
１
億
５
８
６
０
万

円
と
な
り
ま
し
た
。

※下水道会計は、今年度から企業会計に移行しました。

平成１９年度一般会計は
３３億5800万円

特集

新
年
度
予
算
の
あ
ら
ま
し

「
人
も
地
域
も
輝
く
緑
豊
か
な
原
村
」
に
向
け
て

一般会計の歳入

村税　8億437万円
村民税、固定資産税など
村に納める税金

繰入金　2億7908万円
基金などを取り崩し、
歳入に充てるもの

繰越金　1億3400万円
前年度から今年度に
持ち越されたお金

諸収入　1億2308万円
村の預金の利子や貸付金
の元利収入など

・分担金及び負担金
・使用料及び手数料
・財産収入

4569万円
3016万円
2269万円

その他の自主財源　9854万円

国庫支出金　1億2434万円
村の特定の仕事に対して
国から交付されるお金

県支出金　1億2929万円
村の特定の仕事に対して
県から交付されるお金

地方譲与税　9500万円
自動車重量税など本来
地方税に属される税金を
国が徴収し、
村に譲与されたお金

村債　1億5860万円
村が外部から調達した
資金（借金）

地方交付税　13億円
行政サービスの一定水準の確保
のため、所得税などの国税の
一部が国より交付されるお金
　

・地方消費税交付金
・自動車取得税交付金
・地方特例交付金
・利子割交付金
・交通安全交付金
・配当割交付金
・株式等譲渡所得割交付金

6000万円
4000万円
500万円
300万円
170万円
100万円
100万円

その他の依存財源　1億1170万円

24.0%

8.3%

3.9%
3.7%

2.9%

38.7%

4.7%
3.9%
3.7%
2.8%
3.3%

33億5800万円
歳　入

自主財源（42.9％）
14億3907万円
依存財源（57.1％）
19億1893万円

会　計　名
一般会計
　　国民健康保険事業会計
　　国保直営診療施設会計
　　有線放送事業会計
　　農業者労働災害共済会計
　　老人保健会計
　　下水道会計
　　　　　　　　収益的収入
　　　　　　　　収益的支出
　　　　　　　　資本的収入
　　　　　　　　資本的支出
　　　　　　　　収益的収入
　　　　　　　　収益的支出
　　　　　　　　資本的収入
　　　　　　　　資本的支出

　　水道会計

　　下水道会計

19年度予算額
33億5800万円
7億1000万円
7000万円
3350万円
110万円

6億5360万円
0円

1億4926万円
1億4660万円

0円
4540万円

4億1848万円
3億4661万円

857万円
2億2491万円

18年度予算額
33億1700万円
6億5390万円
7100万円
3620万円
110万円

6億2120万円
4億5500万円
1億4827万円
1億4392万円

0円
3579万円

0円
0円
0円
0円

対前年比
１．２％
８．６％
ー１．４％
ー７．５％
０．０％
５．２％
皆減　
０．７％
１．９％
０．０％
２６．８％
皆増　
皆増　
皆増　
皆増　

特

別

会

計
　

企

業

会

計

原村の平成19年度がスタートしました。
厳しい財政状況ですが、みなさんからお預かり
した大切な予算を、住みよい村づくりのために
計画的に、効率的かつ効果的に使っていきます。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた本年
度の予算総額は約56億円。今月はこの予算の
紹介をします。

村民税（個人）
3億1007万円

入湯税
96万円

村民税（法人）
3500万円

固定資産税
4億1064万円

軽自動車税
2120万円

たばこ税
2650万円

38.5%

4.4%
51.1%

（2.6%）

（3.3%）

（0.1%）

会計別予算額

8億437万円
村税の内訳
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新年度予算のあらまし

■
一
般
会
計　

歳
出
の
状
況

  

19
年
度
の
新
規
及
び
主
要
事
業
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

総
務
費
で
は
、街
づ
く
り
・
人
づ

　
　
　
　

く
り
事
業
と
し
て
、中
央

高
原
再
生
事
業
（
道
路
事
業
）

３
６
０
０
万
円
を
新
規
事
業
と
し

て
計
上
し
た
ほ
か
、家
屋
全
棟
確
認

調
査
９
４
２
万
円
、地
域
国
際
化
施

策
支
援
特
別
対
策
事
業
４
３
４
万

円
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
４
３
０

万
円
、村
勢
要
覧
作
成
３
１
５
万
円

を
新
た
に
計
上
し
ま
し
た
。

民
生
費
で
は
、平
成
20
年
度
か

　
　
　
　

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
が
始
ま
る
の
に
際
し
、保
険
料
徴

収
シ
ス
テ
ム
の
開
発
１
０
８
１
万
円

や
広
域
連
合
負
担
金
２
３
８
万
円

を
計
上
し
た
ほ
か
、子
育
て
支
援
策

と
し
て「
子
育
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
事

業
」２
０
６
万
円
を
、障
害
者
福
祉

対
策
と
し
て
地
域
生
活
支
援
事
業

７
２
１
万
円
を
新
規
に
計
上
し
ま
し

た
。継
続
事
業
と
し
て
は
、介
護
保

険
広
域
連
合
負
担
金
６
９
２
０
万

円
、障
害
者
自
立
支
援
法
関
係
費

５
７
１
５
万
円
、老
人
医
療
費
特
別

給
付
金
６
０
１
４
万
円
、児
童
手
当

給
付
事
業
５
７
７
１
万
円
を
計
上

し
ま
し
た
。

衛
生
費
で
は
、久
保
地
尾
根
墓

　
　
　
　

地
整
備
１
７
２
１
万
円
、

ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
防
止
対
策
事
業

５
７
４
万
円
、諏
訪
地
区
小
児
夜
間

急
病
セ
ン
タ
ー
負
担
金
１
９
３
万

円
を
新
た
に
計
上
し
ま
し
た
。継
続

分
と
し
て
は
、諏
訪
南
行
政
事
務
組

合
負
担
金
７
９
３
１
万
円（
灰
溶
融

施
設
整
備
負
担
を
含
む
）、南
諏
衛

生
施
設
組
合
負
担
金
６
６
２
３
万

円
、諏
訪
中
央
病
院
組
合
負
担
金

５
８
７
６
万
円
が
大
き
い
ウ
エ
イ
ト

を
占
め
て
い
ま
す
。

農
林
業
費
で
は
、継
続
事
業
と

　
　
　
　

し
て
中
山
間
地
域
直
接

支
払
制
度
補
助
３
５
６
９
万
円
、農

作
物
安
値
対
策
１
１
５
１
万
円
、農

道
整
備
事
業
１
０
１
０
万
円
、県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

８
７
２
万
円
を
計
上
、新
規
事
業
と

し
て
は
、強
い
園
芸
産
地
育
成
事
業

３
０
０
万
円
の
ほ
か
、少
額
で
は
あ

り
ま
す
が
農
薬
飛
散
防
止
対
策
事

業
、環
境
に
や
さ
し
い
農
業
推
進
事

業
等
を
計
上
、ま
た
、市
民
農
園
の

実
施
に
向
け
た
経
費
を
新
た
に
計
上

し
ま
し
た
。

商
工
費
で
は
、村
制
度
資
金
預

　
　
　
　

託
金
４
３
０
０
万
円
、

八
ヶ
岳
自
然
文
化
園
管
理
委
託

２
９
５
０
万
円
の
ほ
か
、新
規
事
業

と
し
て
、温
泉
源
泉
ポ
ン
プ
購
入

４
１
９
万
円
、樅
の
木
荘
・
も
み
の
湯

の
改
修
３
３
４
万
円
を
、商
工
業
振

興
策
と
し
て
、中
小
企
業
振
興
資
金

利
子
補
給
50
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計

上
し
ま
し
た
。

土
木
費
で
は
、下
水
道
会
計
へ

　
　
　
　

の
負
担
金
及
び
補
助
金

と
し
て
総
額
３
億
２
７
４
０
万
円

を
、道
路
維
持
補
修
工
事
１
３
２
５

万
円
、道
路
新
設
改
良
工
事
５
８
６

万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
計
上
し
ま
し
た
。

消
防
費
で
は
、常
備
消
防
に
係

　
　
　
　

る
広
域
連
合
負
担
金
１

億
２
７
２
６
万
円
、新
規
事
業
と
し

て
、防
災
啓
発
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作

成
80
万
円
を
計
上
し
た
ほ
か
、地
震

災
害
等
に
備
え
、す
ま
い
の
安
全「
と

う
か
い
」防
止
対
策
の
拡
充
、応
急
資

材
・
備
蓄
物
資
の
整
備
費
用
を
増
額

計
上
し
ま
し
た
。

教
育
費
で
は
、学
校
関
係
と
し

　
　
　
　

て
平
成
18
年
度
実
施
の

小
学
校
給
食
棟
改
築
工
事
に
引
き

続
き
、小
学
校
特
別
教
室
棟
改
築
の

た
め
の
工
事
・
管
理
業
務
費
用
１
億

２
２
０
万
円

を
、小
中
学
校

維
持
補
修
工
事

１
０
５
１
万
円

を
計
上
し
ま
し

た
。ま
た
、小
学

校
給
食
業
務
の

民
間
委
託
費
用

１
２
１
４
万

円
、小
中
学
校

理
科
備
品
の
整
備
費
用
３
２
６
万

円
、社
会
教
育
関
係
と
し
て
分
館
耐

震
補
強
工
事
補
助
金
３
０
０
万
円
、

公
民
館
耐
震
診
断
２
５
２
万
円
を

新
規
に
計
上
し
ま
し
た
。

科
目
別
の
構
成
比
で
は
、民
生

　
　
　
　

費
が
23
・
３
％
と
最
も
大

き
く
、次
い
で
総
務
費
が
15
・
６
％
、

以
下
教
育
費
、土
木
費
、衛
生
費
、公

債
費
、農
林
業
費
、消
防
費
、商
工

費
、議
会
費
の
順
と
な
り
ま
し
た
。

性
質
別
構
成
比
で
は
、補
助
費

　
　
　
　

等
が
25
・
４
％
、次
い
で
人

件
費
が
23
・
５
％
、
物
件
費
15
・

２
％
、普
通
建
設
事
業
費
９
・
８
％
、

公
債
費
９
・
６
％
、
扶
助
費
７
・

５
％
、繰
出
金
５
・
８
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。な
お
、人
件
費
・
扶
助
費
・
公

債
費
の
義
務
的
経
費
は
40
・
６
％
に

対
し
、投
資
的
経
費
は
９
・
８
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

般会計の歳出 科目別

・総務管理費
・徴税費
・住民基本台帳費

4億2724万円
5241万円
2585万円

総務費　5億2313万円
役場の庁舎管理など
全般的な事務経費

・社会福祉費
・児童福祉費

5億1234万円
2億7002万円

民生費　7億8257万円
高齢者や障害者、児童の
ための福祉全般の経費

・保健衛生費
・清掃費

1億6998万円
1億5881万円

衛生費　3億2879万円
各種検診やごみ処理など
の経費

・農業費
・林業費　

1億6665万円
169万円

農林業費　1億6835万円
ほ場整備事業など
農業全般的な経費

議会費　6200万円
原村議会運営のための経費

・商工総務費、振興費
・観光費
・中央高原管理費

8331万円
681万円
5842万円

商工費　1億4854万円
商工業の振興や観光事業などの経費

・道路橋梁費
・下水道費

7576万円
3億2740万円

土木費　4億602万円
道路・河川などを整備する経費

・小学校費
・中学校費
・社会教育費

5113万円
5537万円

1億2306万円

・常備消防費
・非常備消防費
・防災対策費

1億2726万円
2348万円
842万円

教育費　4億4141万円
小・中学校などの運営や
社会教育などの経費

公債費　3億2369万円
村が借りているお金を
返済するための経費

消防費　1億6150万円
消防・防災にかかる経費

0.4%
予備費等　1200万円

1.8%

15.6%

23.3%

9.8%
5.0%

4.4%

12.1%

4.8%

13.2%

9.6%

33億5800万円
歳出（科目別）33億5800万円

歳出（性質別）

義務的経費（40.6％）
13億6454万円
投資的経費（9.8％）
3億2981万円

その他経費（49.6％）
16億6365万円

人件費　7億8834万円
職員・議員等に対し勤労の
対価、報酬として
支払われる経費

公債費　3億2369万円
村が借りているお金を
返済するための経費

扶助費　2億5251万円
児童福祉法等に基づき
被扶助者に対し支給する
経費

普通建設事業費　3億2981万円
道路、橋梁、学校、庁舎の建設
事業に要する投資的経費

・貸付金
・積立金
・維持補修費
・予備費

5222万円
2437万円
1881万円
1200万円

繰出金　1億9347万円
一般会計と特別会計間に
おいて支出される経費

物件費　5億1044万円
消費的性質の経費

その他　1億740万円

補助費等　8億5234万円
各種団体や個人に支払われる
補助金、負担金などの

23.5%

9.6%

7.5%

9.8%

25.4%

15.2%

5.8%3.2%

地方公共団体が行う事業を目的別に分類するもので、
行政サービスの水準や行政上の特色などを知ることができます。

一般会計の歳出 性質別
地方公共団体の経費を性質別に分類するもので、
義務的経費、投資的経費、その他の経費に区分できます。
義務的経費は、人件費、扶助費、公債費で、
支出が義務づけられている経費です。
投資的経費は、道路や公共施設の建設といった行政水準の
向上にかかる経費で、普通建設事業費で構成されます。

一

特集

新年度予算のあらまし
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新年度予算のあらまし特集

人と文化を育む村づくり

●地域国際化施策支援特別対策事業

●人づくり視察研修補助事業

●コミュニティ助成事業（遊具整備）

●中学生海外ホームステイ事業

●親子で学ぶサイエンススクール

●よいしょ祭補助

●30人規模学級拡大寄付金

●小中学校遠距離通学補助

●小学校特別教室棟改築工事、監理業務

●小学校管理棟地震補強内部補修工事実施設計

●中学校体育館地震補強内部補修工事実施設計

●小中学校維持補修工事

●学童クラブ

●ＴＴ職員設置費

●小学校給食調理委託

●ＡＥＴ派遣事業（費用弁償含）

●中学校理科理振（備品購入）

●放課後子ども事業

●館報はら101～200号縮刷版作成

●公民館耐震診断調査

●分館耐震補強工事補助金

●原村の文化財（八ヶ岳森林軌道）作成

●美術館管理運営委託

434万円

130万円

430万円

318万円

104万円

270万円

183万円

212万円

1億220万円

169万円

169万円

1051万円

589万円

517万円

1214万円

385万円

222万円

336万円

126万円

252万円

300万円

90万円

1150万円

人と自然を大切にした住みよい村づくり

●人村有林保育事業（流域育成林整備）

●若者定住促進事業

●中央高原再生事業（道路事業）

●久保地尾根墓地整備事業

●合併浄化槽・排水処理施設補助

●アスベスト飛散防止対策事業

●資源物分別収集等処理委託料

●木材粉砕機購入

●諏訪南行政組合負担金（ごみ処理）

●諏訪南行政組合負担金（灰溶融施設）

●南諏衛生施設組合負担金

●道路維持補修工事

●建設資材支給事業

●道路除雪融雪事業

●村単道路改良事業

●防災啓発用パンプレット作成

●災害対策（応急資材・備蓄物資等）

●すまいの安全「とうかい」防止対策

888万円

1000万円

3600万円

1721万円

1127万円

574万円

756万円

297万円

7582万円

349万円

6623万円

1325万円

370万円

543万円

586万円

80万円

202万円

465万円

平成19年度
主な事業金額は１万円未満を四捨五入

しています。●は新規事業です。

環境と共生した活力のある村づくり

●中央高原再生事業（観光関係）

●市民農園関係

●農作物安値対策

●強い園芸産地育成事業（業務用ﾎｰﾚﾝｿｳ）

●中山間地域直接支払制度補助

●農道整備事業（旧元気な地域づくり）

●県営中山間地域総合整備事業

●土地改良施設維持管理適正化事業

●農業基盤総合整備（国土保全対策事業）

●農地流動化補助（村単）

●温泉源泉ポンプ

●八ヶ岳自然文化園管理委託

●プラネタリウム音響設備

2010万円

90万円

1151万円

300万円

3569万円

1010万円

872万円

400万円

455万円

300万円

419万円

2950万円

100万円

健康と幸せを誇れる福祉の村づくり

●生活サポート事業

●障害者等共同作業訓練事業

●障害者自立支援法関係費

●移動支援事業

●重度身障福祉年金

●世帯主医療特別給付

●重度心身障害者医療費特別給付

●高齢者等生活支援事業（福祉輸送サービス・生活援助等）

●生きがい対応型デイサービス事業

●老人保健施設「さくらの」施設整備補助

●老人施設入所措置費

●敬老年金（村単）

●老人医療費特別給付金（補助・単独）

●介護保険関連　広域連合負担金

●保険料徴収システム開発委託

●後期高齢者医療広域連合負担金

●児童手当給付事業（扶助費分）

●乳幼児等医療特別給付（補助・単独事業）

●子育てフォローアップ事業

●子育て支援特別事業

●諏訪地区小児夜間救病センター負担金

●諏訪中央病院組合負担金

●人間ドッグ補助

139万円

830万円

5715万円

418万円

360万円

574万円

1516万円

653万円

451万円

2000万円

614万円

541万円

6014万円

6920万円

1081万円

238万円

5771万円

1230万円

206万円

1405万円

193万円

5876万円

523万円

その他
●庁舎直流電源装置（非常灯電源）入替工事

●村勢要覧作成

●大学と連携した地域づくり事業

●家屋全棟確認調査

●県議会議員選挙

●村議会議員選挙

●参議院議員通常選挙

●村長選挙

630万円

315万円

100万円

942万円

250万円

411万円

520万円

339万円

435,651円
の内訳

住民一人当たりに
使われるお金

平成19年2月末 人口：7,708人 総務費 67,868円 民生費 101,527円 衛生費 42,656円 農林業費 21,841円 商工費 19,271円 土木費 52,675円 消防費 20,952円 教育費 57,266円 公債費 41,994円
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ヤツガタケナズナ（アブラナ科）

特徴：多年草。茎は短い枝を分けて
株状で、高さ10～15cmになり、果時
には伸びる。葉は狭卵形～狭披針
形、長さ６～20㎜、幅１．５～５㎜、先
は鋭形、細鋸歯縁か全縁、茎ととも
に両面に短い星状毛を密生し白緑色
を呈する。花弁は白色。花期は６～７
月。
生育環境：高山帯の岩場。
絶滅危惧の状況：生育地の自然遷移
が減少の主要因。

クモイコザクラ（サクラソウ科）

特徴：多年草。コイワザクラの変種。
葉は小さく径１．５～７cm。葉が１/３
ぽど裂け、鋸歯がとがる。１本の花茎
に１～５個のやや大型の花が普通は
１段につく。花期は５～６月。
生育環境：山地の岩の隙間。
絶滅危惧の状況：生育地の自然遷移
が減少の主要因。

ヒナリンドウ（リンドウ科）

特徴：１年草または越年草。草丈
３～７cm。茎は少数分枝するか単
生。根出葉はロゼット状で、へら形ま
たは倒卵形で長さ４～８㎜。茎葉は
倒披針形で長さ４～７㎜、辺縁はざら
つく。花は淡青色で１～数個つく。花
期は６～９月。
生育環境：高山帯の草地。
絶滅危惧の状況：登山者の踏みつ
け、土砂の流出などが減少の主要因
と考えられる。

エゾイトイ（イグサ科）

特徴：多年草。草丈５～15cm。植物
体は軟弱で崖から垂れ下がる。茎葉
は普通１個、糸状。茎の基部にある
葉は数個あって、茎よりはるか長い。
白色小型の葉耳がある。頭花は１個
つき、１～４花からなる。花被片は幅
広く狭披針形。雄蕊は花被片より長
く、花糸は花被片より少し短い。種子
の長さは約１㎜。花期は８～９月。
生育環境：高山の岩壁。
絶滅危惧の状況：生育地が限られ、
個体数も少ないため、環境変化によ
る減少絶滅が考えられる。

ニオイシダ（オシダ科）

特徴：常緑性。葉は長さ10～20㎝で、
葉柄は短く、密に鱗片をつける。枯れ
た葉が長いこと残る。包膜は大きく、
裂片の辺縁からしばしばはみだし、
また、包膜の辺縁は不規則に裂け、
腺毛がある。腺毛からでる分泌液に
は芳香がある。
生育環境：山地のやや明るい岩盤。
絶滅危惧の状況：産地が限られてい
る。

ヤツガタケキンポウゲ（キンポウゲ科）

特徴：多年草。草丈は７～20cm。全
体に白い軟毛が生え、根出葉は長さ
２～５cmで、掌状に３深裂する。花茎
には根出葉より大きな葉が２～３個
つき、上部の葉は柄がなく、深く裂け
る。茎頂に直径１cmほどの黄色い花
を１個つける。花期は７～８月。
生育環境：高山帯の湿った岩上。
絶滅危惧の状況：個体数が少なく、
植生の遷移で減少している。

ホテイラン（ラン科）

特徴：１葉１茎を出す。茎の高さ５～
15cmになる。葉は広楕円形で縦じわ
が目立ち、裏面は紫色を帯びてい
る。茎頂に淡紅色の美しい花を１個
咲かせる。唇弁は下に垂れ、背面はふ
くらみ、先が距となり２裂してつき出
る。花期は６月。
生育環境：亜高山帯の針葉樹林の林
床。
絶滅危惧の状況：園芸採取・自然遷
移による絶滅のおそれがある。

コハクラン（ラン科）

特徴：球形の中央から披針形で縦じ
わのある葉１枚が出る。花茎は高さ
20～30cm、茎の先の方に５～10個
の花を咲かせる。花被片は暗紫色で
長さ１cmくらい。唇弁は白色であず
き色の斑紋があり、先が３裂する。花
期は７月。
生育環境：亜高山帯の針葉樹林の林
床。
絶滅危惧の状況：自然遷移が減少の
主要因であるが、園芸採取も危惧さ
れ絶滅のおそれがある。

（写真提供　北原一三さん） （写真提供　北原一三さん） （写真提供　阿部義男さん） （写真提供　阿部義男さん）

（写真提供　阿部義男さん）（写真提供　北原一三さん） （写真提供　北原一三さん）
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原
村
の
豊
か
な
自
然
に
は
、
多
種
の
植
物
を
育
ん

で
い
ま
す
。
環
境
庁
発
行
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

と
い
う
本
を
ご
存
知
で
す
か
。
こ
れ
は
絶
滅
に
瀕
し

た
動
植
物
を
取
り
上
げ
た
本
で
、
国
、
県
な
ど
の
単

位
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
絶
滅
の
危
険
度

順
に
「
絶
滅
の
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
」
「
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ｂ

類
」
「
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
」
「
準
絶
滅
危
惧
」
な
ど
に

ラ
ン
ク
分
け
さ
れ
て
い
る
。
絶
滅
の
危
惧
Ⅰ
Ａ
類

は
、
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
種
で
、
ご
く
近
い

将
来
に
お
け
る
野
生
で
の
絶
滅
の
危
険
性
極
め
て
高

い
種
で
あ
る
。

　

村
内
に
は
、
長
野
県
版
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に

上
が
っ
て
い
る
絶
滅
の
恐
れ
が
あ
る
動
植
物
が
多
数

あ
り
、
特
に
絶
滅
の
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
の
植
物
８
種
が
生

育
す
る
。
失
っ
て
し
ま
っ
た
動
植
物
を
取
り
戻
す
こ

と
は
難
し
い
。
こ
れ
ら
の
植
物
を
守
る
こ
と
は
私
た

ち
の
責
務
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

絶
滅
を
防
ぐ
に
は
、
ま
ず
現
状
を
に
知
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
今
月
号
で
は
村
内
分
布

が
確
認
さ
れ
て
い
る
絶
滅
の
恐
れ
が
最
も
高
い
長
野

県
カ
デ
ゴ
リ
ー
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ａ
類
の
植
物
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
し
か
し
絶
滅
危
惧
の
植
物
は
生
育
環
境
の

変
化
に
非
常
に
敏
感
で
、
環
境
が
変
わ
る
と
す
ぐ
に

消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
山
野
で
発
見
し
て
も
決
し

て
採
る
事
の
な
い
よ
う
、
貴
重
な
自
然
の
美
し
さ
を

大
切
に
し
く
だ
さ
い
。

村
内
絶
滅
危
惧
の
植
物

村
内
絶
滅
危
惧
の
植
物  
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↑環境庁（現環境省）発行の「日本の絶滅のおそれのある
　野生生物」通称「レッドデータブック」と「長野県版レッ
　ドデータブック」

村内絶滅危惧の植物

掲載できる写真が見

つかりませんでした。

村
内
絶
滅
危
惧
の
植
物 



裁判員
制度

平成21年５月までに裁判員制度がはじまります

Ｑ　

裁
判
員
は
何
を
す
る
の
で
す
か
？

Ａ　

次
の
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
す
。

①
裁
判
官
の
横
に
す
わ
っ
て
、刑
事
事
件
の
裁

判
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。裁
判
は
、連

続
し
て
開
か
れ
ま
す
。裁
判
で
は
、検
察
官
、

弁
護
人
、証
人
、被
告
人
の
話
を
聞
き
、証
拠

を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。裁
判
員
が
証
人

等
に
質
問
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

②
証
拠
を
見
た
り
、検
察
官
、被
告
人
や
弁
護

人
の
意
見
な
ど
を
聞
い
た
り
し
た
後
、被
告

人
が
有
罪
か
無
罪
か
、有
罪
の
場
合
は
ど
ん

な
刑
に
す
る
べ
き
か
を
、裁
判
官
と
一
緒
に
話

し
合
っ
て(

評
議)
、決
定
す
る（
評
決
）こ
と
に

な
り
ま
す（
一
つ
の
チ
ー
ム
と
し
て
）。

③
評
議
内
容
が
決
ま
る
と
、裁
判
官
と
裁
判

員
が
法
廷
に
行
き
、裁
判
長
が
判
決
の
宣
告

を
し
ま
す
。裁
判
員
と
し
て
の
仕
事
は
、こ
れ

で
終
わ
り
ま
す
。

Ｑ　

裁
判
員
に
な
る
た
め
に
、資
格
は
い
る

の
？

Ａ　

衆
議
院
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
人

（
20
歳
以
上
）で
あ
れ
ば
、原
則
と
し
て
、だ
れ

で
も
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
、次
の

よ
う
な
人
は
、裁
判
員
に
な
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

①
資
格
が
な
い
人（
義
務
教
育
を
終
了
し
て

い
な
い
人（
義
務
教
育
を
終
了
し
た
人
と
同

等
以
上
の
学
識
の
あ
る
人
は
除
き
ま
す
。）、

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
人
な
ど
）

②
裁
判
員
の
職
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い

人（
国
会
議
員
、司
法
関
係
者
、警
察
官
、都
道

府
県
知
事
及
び
市
町
村
長（
特
別
区
長
も
含

む
）な
ど

③
そ
の
事
件
に
つ
い
て
裁
判
員
に
な
る
こ
と

が
で
き
な
い
人（
審
理
す
る
事
件
の
被
告
人

又
は
被
害
者
本
人
、そ
の
親
族
、同
居
人
な

ど
）

④
そ
の
他（
裁
判
所
が
不
公
平
な
裁
判
を
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
人
）

Ｑ　

裁
判
員
が
参
加
す
る
事
件
と
は
？

Ａ　

代
表
的
な
例
を
あ
げ
る
と
、次
の
よ
う

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
人
を
殺
し
た
場
合（
殺
人
）

②
強
盗
が
人
に
け
が
を
さ
せ
た
り
、死
亡
さ

せ
た
場
合（
強
盗
致
死
傷
）

③
人
に
け
が
を
さ
せ
、そ
の
結
果
、死
亡
さ
せ

た
場
合（
傷
害
致
死
）

④
ひ
ど
く
酒
に
酔
っ
た
状
態
で
、自
動
車
を
運

転
し
て
人
を
ひ
き
、死
亡
さ
せ
た
場
合（
危
険

運
転
致
死
）

⑤
人
が
住
ん
で
い
る
家
に
放
火
し
た
場
合

（
現
住
建
造
物
等
放
火
）

⑥
身
の
代
金
を
取
る
目
的
で
、人
を
誘
拐
し

た
場
合（
身
の
代
金
目
的
誘
拐
）

⑦
子
供
に
食
事
を
与
え
ず
、放
置
し
て
、死
亡

さ
せ
た
場
合（
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
）

Ｑ　

辞
退
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

Ａ　

広
く
国
民
の
み
な
さ
ん
に
参
加
し
て
い

た
だ
く
制
度
、原
則
と
し
て
、辞
退
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、法
律
に
辞

退
で
き
る
事
由
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、裁
判

所
か
ら
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
ば
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
例
え
ば
） 

①
70
歳
以
上
の
人
②
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
議
員（
た
だ
し
会
期
中
に
限
り
ま
す
。）③

学
生
又
は
生
徒
④
過
去
５
年
以
内
に
裁
判

員
、検
察
審
査
員
等
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る

人
⑤
過
去
１
年
以
内
に
裁
判
員
候
補
者
と
し

て
裁
判
所
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
⑥
重
い

病
気
・
け
が
、父
母
の
葬
式
等
の
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
っ
て
、裁
判
員
の
職
務
を
行
う
こ

と
や
裁
判
所
に
行
く
こ
と
が
困
難
な
人

Ｑ　

裁
判
は
時
間
が
か
か
る
の
で
は
な
い
で
す

か
？

Ａ　

実
際
の
日
数
に
つ
い
て
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

事
件
の
内
容
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の

で
、一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
。で
も
、多
く
の
事

件
は
、数
日
間
で
終
わ
る
と
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、１
日
に
ど
の
く
ら
い
の
時
間
、裁
判

を
行
う
か
は
、裁
判
所
や
事
件
ご
と
に
異
な

り
、事
件
の
内
容
や
裁
判
員
の
負
担
な
ど
も

考
え
て
、そ
の
都
度
決
め
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。通
常
は
、１
日
に
５
時
間
か
ら

６
時
間
程
度
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ｑ　

日
当
や
交
通
費
・
宿
泊
費
は
支
払
わ
れ

る
の
で
す
か
？

Ａ　

裁
判
所
に
来
て
い
た
だ
い
た
日
数
に
応

じ
て
日
当
や
交
通
費
が
支
払
わ
れ
ま
す
。ま

た
、裁
判
所
か
ら
家
が
遠
い
な
ど
の
理
由
で

宿
泊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、宿

泊
費
も
支
払
わ
れ
ま
す
。な
お
、裁
判
員
候
補

者
と
し
て
裁
判
所
に
来
て
い
た
だ
い
た
も
の

の
、最
終
的
に
裁
判
員
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
方

に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

Ｑ　

裁
判
員
等
に
選
ば
れ
る
割
合
は
ど
れ
く

ら
い
で
す
か
？

Ａ　

長
野
県
で
は
、裁
判
員
制
度
の
対
象
と

な
る
事
件
が
１
年
当
た
り
約
50
件
と
見
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

◆
１
件
当
た
り
１
０
０
人
程
度
の
裁
判
員
候

補
者
を
選
ん
だ
場
合

　

年
間
約
５
、０
０
０
人（
３
５
０
人
に
１

人
）が
裁
判
員
候
補
者
に
な
り
ま
す
。

◆
１
件
に
つ
き
、裁
判
員
６
名
＋
補
充
裁
判

員
２
名
と
す
る
と

　

裁
判
員
・
補
充
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
割
合

は
４
、４
０
０
人
に
１
人
と
な
り
ま
す
。

◆
20
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の
50
年
間
で
は

　

80
人
か
ら
90
人
に
１
人
が
裁
判
員
に
選
ば

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ　

裁
判
員
と
な
る
た
め
に
仕
事
を
休
む
こ

と
は
で
き
ま
す
か
？

　

ま
た
、仕
事
を
休
ん
だ
こ
と
で
会
社
か
ら

解
雇
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？

Ａ　

裁
判
員
と
な
る
た
め
に
必
要
な
休
み
を

と
る
こ
と
は
、法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

し
、裁
判
員
と
し
て
仕
事
を
休
ん
だ
こ
と
を

理
由
と
し
て
、会
社
が
解
雇
な
ど
の
不
利
益

な
扱
い
を
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

企
業
の
皆
さ
ん
に
は
、そ
の
よ
う
な
法
律

の
考
え
方
を
前
提
に
、従
業
員
が
裁
判
員
と

な
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
、裁
判
員
の
た

め
の
休
暇
制
度
を
導
入
す
る
な
ど
、裁
判
に

参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
お
願
い
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

Ｑ　

裁
判
員
は
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
る

の
で
す
か
？

Ａ　

次
の
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
す
。

①
候
補
者
の
名
簿
を
作
成
し
ま
す
。毎
年
12

月
こ
ろ
に
、次
の
年
の
名
簿
を
作
り
ま
す
。

②
名
簿
に
載
っ
た
方
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、調

査
票
の
送
付
を
し
ま
す
。

【
裁
判
の
６
〜
８
週
間
前
に
な
る
と
】

③
事
件
ご
と
に
、名
簿
の
中
か
ら
く
じ
で
裁

判
員
候
補
者
を
選
び
ま
す
。

④
候
補
者
に
呼
出
状
・
質
問
票
を
送
付
し
ま

す
。

【
裁
判
の
当
日
に
は
】

⑤
裁
判
所
で
、候
補
者
の
中
か
ら
裁
判
員
を

選
ぶ
た
め
の
手
続（
選
任
手
続
）が
行
わ
れ
ま

す
。

⑥
裁
判
員
が
選
ば
れ
ま
す
。

Ｑ　

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
ま
せ
ん
か
？

Ａ　

裁
判
員
は
、法
律
で
守
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

　

裁
判
員
の
名
前
や
住
所
な
ど
は
、公
表
し

ま
せ
ん
。話
合
い（
評
議
）の
際
に
ど
の
裁
判

員
が
ど
ん
な
意
見
を
言
っ
た
か
は
、明
ら
か

に
さ
れ
ま
せ
ん
。裁
判
員
や
そ
の
親
族
を
守

る
た
め
の
法
律
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。さ

ら
に
、裁
判
員
や
そ
の
親
族
に
危
害
が
加
え

ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、裁
判
員
の
関
与
が

非
常
に
難
し
い
よ
う
な
例
外
的
な
事
件
は
、

裁
判
官
だ
け
で
裁
判
を
行
う
配
慮
も
さ
れ
て

い
ま
す
。

Ｑ　

裁
判
員
の
守
秘
義
務（
秘
密
を
守
る
義

務
）と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

Ａ　

裁
判
員
は
、「
話
合
い（
評
議
）の
秘
密
」

を
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
、裁

判
の
公
正
さ
や
そ
の
信
頼
を
守
る
た
め
な
の

で
す
。「
話
合
い（
評
議
）の
秘
密
」と
は
、裁
判

員
や
裁
判
官
が
話
合
い（
評
議
）で
述
べ
た
意

見
や
内
容
の
こ
と
な
ど
で
す
。秘
密
が
守
ら

れ
な
い
と
批
判
等
を
お
そ
れ
て
、率
直
な
意

見
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。ま
た
、裁
判
員
と
し
て
の
職
務
を

行
う
中
で
知
っ
た
秘
密（
事
件
関
係
者
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
、裁
判
員
の
名
前
な
ど
）も
、守
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
れ
ら
裁
判
員
の

守
秘
義
務
は
、裁
判
員
と
し
て
裁
判
に
参
加

し
て
い
る
間
だ
け
で
は
な
く
、裁
判
員
と
し

て
の
役
目
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
守
ら
な
く
て

は
な
ら
ず
、こ
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、罰

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

法
廷
で
見
聞
き
し
た
こ
と
は
、話
し
て
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。

裁判員制度は、国民のみなさんに裁判員として殺人などの
重大な事件について刑事裁判に参加していただき、
被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを
裁判官と一緒に決めていただく制度です。

平成21年５月までに裁判員
制度がはじまります

裁
判
員
制
度　
Ｑ
＆
Ａ

？？？？

？？？？

　　　　■詳しくは、長野地方裁判所ホームページ

　　　　http://www.courts.go.jp/nagano/

　　

　　　　　　　　　　問い合わせ先

　　　　　　　　　　　　長野地方裁判所庶務係

　　　　　　　　　　　　☎026‐232‐4991（代表）
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４月から村の行政組織が変わりました

地方自治体の業務内容は日々 多様化している状況の中、村では職員の意識改革を図るとともに、
行財政改革プログラムにより、今までの組織にとらわれることなく、
より効率的に活動できる組織を作り住民サービスの維持向上のため行政機構改革を行いました。

■機構見直しの主な内容は次のとおりです。 
１、副村長・会計管理者の設置
　①地方自治法の改正により、助役が副村長になります。
　　副村長は、平出攻進が務めます。 
　②収入役の事務を兼掌していた助役から、新たに一般
　　職の会計管理者を設置します。

２、課の新設と統廃合
　①住民課と財務課を統合し、住民財務課を設置します。
　②会計管理者設置に伴い、新たに会計室を設置します。

３、係・職務内容の変更
　①住民課生活係を保健福祉課に移管し、医療給付係
　　に名称変更します。また、保健福祉課社会福祉係（地
　　域福祉センター）で取り扱っていた福祉医療業務も新
　　しい医療給付係で行います。事務所は役場一階西フ
　　ロアーになります。
　②財務課会計係を新たに設置した会計室に移管します。
　③保健福祉課こども係の廃止に伴い、児童福祉業務を
　　社会福祉係に、青少年健全育成業務を教育委員会教
　　育課生涯学習係に移管します。

総務係（庶務、人事、防災、文書、秘書、広報・広聴、有線放送、地縁団体）

村づくり係（村活性化、都市交流、国際交流、特命、住民参画）
企画係（企画、統計、土地開発公社、土地利用計画、情報システム）

財政係（財政全般）
税務係（税務全般）
住民係（戸籍、住民登録・証明、印鑑、住民相談、消費者行政）

社会福祉係（障害者、低所得者、福祉計画、児童福祉、母子等福祉）
健康づくり係（健診、予防接種、母子保健、介護保険、高齢者福祉、
　　　　　　　　地域包括支援センター、診療所）

医療給付係（国保、老人保健、後期高齢者医療、医療費特別給付金、
　　　　　　　医療費貸付、年金）

保育所（保育全般）

農政係（農政全般）
農村整備係（耕地、林務、基盤整備）
商工観光係（労政、商工、観光、八ヶ岳自然文化園、樅の木荘、もみの湯）

建設係（土木建設、道路・河川管理、交通安全、交通災害共済、登記）
環境係（環境、建築申請、屋外広告、開発行為）
上下水道係（上水道全般、下水道全般）

会計係（会計、出納、物品） 

議会事務局（議会、監査、選挙管理委員会） 

総務・学校教育係（総務、小学校、中学校）
文化財係（文化財保護、遺跡発掘、八ヶ岳美術館）
生涯学習係（生涯学習、社会教育、中央公民館、青少年健全育成）
図書館係（図書館）
社会体育係（社会体育、社会体育館）  

庶務係（庶務）
警防係（警防）
予防係（予防）

農業委員会事務局（農業委員会）

総務課

村づくり戦略推進室

住民財務課

保健福祉課

農林商工観光課

建設水道課

建設水道課

会計室

議会事務局

教育課

原消防署

副村長

公営企業

会計管理者

教育長

村長

原村議会

教育委員会

諏訪広域連合

農業委員会

■原村行政機構図　（平成19年４月１日現在）　　　　　　　　　※赤字は新規および担当係が変わった事務

４月から村の行政組織が変わりました。
少し
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日達理奈（保健福祉課）
出身：払沢

中村栄輝（住民財務課）
出身：中新田

伏見万里子（保健福祉課）
出身：富士見町

村　清朝（消防室）
出身：千曲市

塚原裕貴（消防室）
出身：安曇野市

新
規
採
用
職
員■課長

住民財務課長
会計管理者兼会計室長
農林商工観光課長

■課長昇格
消防室長兼諏訪広域連合派遣原消防署長

■係長
住民財務課財政係長
住民財務課税務係長
住民財務課住民係長

保健福祉課医療給付係長
農林商工観光課農政係長
農業委員会事務局次長
建設水道課上下水道係長

会計室会計係長
教育委員会社会体育係長兼社会体育館館長

■係
総務課総務係
総務課総務係
総務課総務係

村づくり戦略推進室村づくり係
村づくり戦略推進室企画係

住民財務課財政係
住民財務課税務係
住民財務課税務係
住民財務課税務係
住民財務課税務係
住民財務課住民係
住民財務課住民係

保健福祉課医療給付係
保健福祉課医療給付係
保健福祉課医療給付係

保健福祉課保育所
保健福祉課保育所

保健福祉課保育所（給食）
保健福祉課保育所（給食）

保健福祉課付富士見町派遣職員研修
農林商工観光課農政係

農林商工観光課農村整備係
建設水道課建設係
建設水道課環境係

建設水道課上下水道係
会計室会計係

教育委員会教育課生涯学習係
教育委員会教育課社会体育係
諏訪広域連合派遣介護保険課

■退職

■派遣職員
村づくり戦略推進室企画係
保健福祉課社会福祉係
農林商工観光課農政係
保健福祉課保育所

■派遣終了
長野県
富士見町

（財務課長）
（消防室長兼諏訪広域連合派遣原消防署長）
（住民課長）

（教育委員会社会体育係長兼社会体育館館長）

（財務課財政係長）
（財務課税務係長）
（住民課住民係長）
（住民課生活係長）
（農林商工観光課農政係長兼農業委員会事務局次長）
（保健福祉課こども係長）
（建設水道課上水道係長兼下水道係長）
（財務課会計係長）
（原村社会福祉協議会派遣）

（建設水道課上水道係）
（建設水道課環境係）
（消防室兼諏訪広域連合派遣原消防署）
（農林商工観光課商工観光係）
（消防室兼諏訪広域連合派遣原消防署）
（財務課財政係）
（財務課税務係）
（農林商工観光課農村整備係）
（財務課税務係）
（財務課税務係）
（住民課住民係）
（住民課住民係）
（財務課税務係）
（住民課生活係）
（農業委員会事務局）
（教育委員会教育課総務・学校教育係（給食））
（保健福祉課付富士見町派遣職員研修）
（教育委員会教育課総務・学校教育係（給食））
（教育委員会教育課総務・学校教育係（給食））
（保健福祉課保育所）
（保健福祉課社会福祉係）
（建設水道課建設係）
（総務課総務係）
（総務課総務係）
（諏訪広域連合派遣介護保険課）
（財務課会計係）
（保健福祉課保育所（給食））
（保健福祉課社会福祉係）
（村づくり戦略推進室村づくり係）

（農林商工観光課長兼農業委員会事務局長）
（教育委員会教育課総務・学校教育係（給食））

（㈱諏訪広域総合情報センタより派遣）
（長野県より派遣）
（長野県より派遣）
（富士見町より派遣）

（村づくり戦略推進室企画係）
（保健福祉課保育所）

■人事異動
　４月１日付けで行われた村人事異動の内容をお知らせします。　（　）内は前職

：細川　昭二
：田中　隆治
：長林　文夫

：小林　厚

：折井　為彦
：伊藤　弘文
：宮坂　吉一
：津金　一臣
：松沢　文樹
：清水　弘之
：平野　広
：清水　秀章
：戸田　憲次

：田中　美穂
：鎌倉　丈典
：伊藤　淳一
：清水　晃
：伊藤　宏文
：齋藤　達生
：永井　靖
：秋山　雄飛
：河野　桂子
：菊池　紀幸
：佐伯　千穂
：菊池　美枝
：鎌倉　とみか
：五味　武彦
：清水　悟
：小池　文子
：清水　宏江
：田中　ほなみ
：金子　忍
：倉嶋　留美
：百瀬　裕子
：小池　恒典
：清水　秀敏
：行田　康
：宮坂　勝治
：小林　千保美
：大口　美代子
：牛山　みふき
：小林　誠

：中村　暁介
：中野　美代子

：小島　悟
：村松　信哉
：高橋　英昭
：岩淵　千恵

：赤城　高男
：小林　美絵
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